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にっしん幸せまちづくりプラン令和４年度実施状況及び令和５年度実施方針

令和５年３月２８日　令和４年度第２回日進市わたしのまちのしあわせづくり委員会

資料１－１

成果指標名
主な

関係部署等

初期値
（Ｈ30年度
末）

後期目標値
（Ｒ６）

令和4年度実施方針
令和4年度実施状況

（ ○市の実績、◎社協の実績、●市と社協の実績 ）
令和5年度実施方針 目標値根拠等

地域たすけあい相
談員（ＣＳＷ）の
配置

地域福祉課、
社協

３人 ４人
○引き続き指定管理の中で３名配置を支援する。
◎引き続き3名のCSWを配置するよう努める。

○引き続き指定管理の中で３名を配置した。
◎コロナウイルス感染拡大防止に努めながら、地域での
協議への参加し、新たな助け合いの仕組みづくりを支援
した。
◎重層的体制整備事業内でのCSWの役割を社協内、市担
当課と検討した。

○引き続き指定管理の中で３名を配置する。
◎引き続き、3名のCSWを配置するよう努めながら、重
層的体制整備事業を見据えて、個別の課題から地域づく
りに努めていく。

３圏域に各１人＋
統括１人

福祉まちづくり協
議会設置

社協 ３地区 ５地区
◎生活体制整備事業と連携し、包括的に助け合いを
推進できるよう調整しながら福祉まちづくり協議会
の設置を支援する。

◎新たに、１まちづくり協議会で、住民による移動支援
のしくみづくりを支援した。
◎新たに、１まちづくり協議会で、住民型デイサービス
の準備に向け、拠点の試験的平日開放を支援した。
◎新たに、１まちづくり協議会で、ちょっとした生活の
困りごとを助け合うボランティアの会発足を支援した。

◎生活体制整備事業と連携しながら、重層的体制整備事
業を見据えた、まちづくり協議会の設置と運営を支援す
る。

生活支援コーディ
ネーターの配置人
数

地域福祉課 ５人 ５人
○ 第１層（市全域）２名、第２層（市内３包括圏
域）３名の配置を継続する。

○ 第１層（市全域）２名、第２層（市内３包括圏域）３
名を継続配置した。

○ 第１層（市全域）２名、第２層（市内３包括圏域）３
名の配置を継続する。

３圏域２層３人＋
１層２人

地域たすけあい会
議の設置

地域福祉課、
社協

０か所 ３カ所

○国の重層的支援体制整備事業を踏まえた体制の構
築について検討を行う。
◎引き続き、福祉まちづくり協議会設置事業と生活
体制整備事業等、既存組織や制度をふまえ、地域た
すけあい会議の役割や組織案を検討していく。

○令和３年度に実施したアンケート結果について、回答
団体への提供や市ウェブサイトでの公開を行った。（地
福）
○市民の自主的な検討会に参加し、地域たすけあい会議
に関する意見交換を行った。
◎引き続き、地域たすけあい会議の組織案について検討
した。

○国の重層的支援体制整備事業を踏まえた体制の構築に
ついて検討を行う。
◎既存制度や新制度等をふまえ、地域たすけあい会議の
目的、役割を見直していく。

第２層協議体の実
施
【後期より】

地域福祉課 ３回 １２回 〇3圏域各3回程度実施する。 ○３圏域で併せて６回実施した。 ３圏域各年３回程度実施する。 ３圏域×年４回

第１層協議体の実
施
【後期より】

地域福祉課、
社協

１回／年 ２回／年
◎引き続き、第１層協議体と各地域での協議会との
連携方法を検討する。

◎第１層協議体の開催方法を検討する
◎第１層協議体の事務移管や運営方法について、市と協
議していく。

１圏域×年２回

a

成果指標名
主な

関係部署等

初期値
（Ｈ30年度
末）

後期目標値
（Ｒ６）

令和4年度実施方針
令和4年度実施状況

（ ○市の実績、◎社協の実績、●市と社協の実績 ）
令和5年度実施方針 目標値根拠等

支援調整会議の開
催

地域福祉課、
介護福祉課、
子育て支援
課、健康課、
生活安全課、
学校教育課、
収納課、社協

８回 １２回
〇引き続き生活困窮者自立支援事業支援調整会議を
開催し支援の充実を図る。

○生活困窮者自立支援事業支援調整会議を12回開催し
た。

引き続き生活困窮者自立支援事業支援調整会議を開催し
支援の充実を図る。

毎月１回

地域たすけあい相
談員（ＣＳＷ）に
よる何でも相談件
数【後期より】

社協 ２０４件／年 ４００件／年
◎コロナの感染状況を対応しながら地域を訪問し、
地域福祉活動に取り組む団体の立ち上げ支援や制度
の狭間で苦しむ方の個別支援に応じる。

◎605件（R５.２末現在）ボランティア活動の開始に関
する相談や地域でのイベント、助成金の活用方法等の相
談があった。

◎コロナの感染状況を対応しながら地域を訪問し、地域
福祉活動に取り組む団体の立ち上げ支援や制度の狭間で
苦しむ方の個別支援に応じる。

１人１００件／年

生活困窮者等に関
する研修会開催回
数

社協 ５回／年 ５回／年

◎生活困窮者等の事業についての研修を通じて各種
団体や市民の意識を啓発し、支援の担い手の確保を
目指す。市内の一般企業へ事業の周知行い、連携体
制の整備を行う。

〇日進市市民自治活動推進補助金事業として、「生活困
難を抱える若者や引きこもりなどの支援に関する交流
会」を開催し、36人が参加した。
◎各種団体の主催する研修等で、生活困窮者等の事業や
市民の意識の啓発を行い、他機関との連携を深め、支援
の担い手の養成を行った。

◎福祉の醸成、食品ロスへの関心などを育み、家庭系食
品ロス削減に向けた取り組みとして、日進市内小学校で
のフードドライブ活動の実施と集まった食糧を有効活用
するためのフードパントリー実施者の養成を検討する。

隔月

当事者交流会の場
づくり

地域福祉課、
社協

１０カ所 １３カ所
○民間支援団体や当事者と協議を行いながら、当事
者交流の場づくりや支援を継続していく。

○介護者のつどい、認知症家族交流会、認知所カフェの
運営や開設支援、情報共有等を行った。

○民間支援団体や当事者と協議を行いながら、当事者交
流の場づくりや支援を継続していく。

２年１カ所増

生活困窮相談件数
地域福祉課、
社協

３，８８７件 ５，８３０件

引き続き、自立に向けた支援を実施。また、生活困
窮者自立支援事業として、新たに家計改善支援事業
を実施し、家計状況を指導・改善し、自立した生活
が見込めるよう支援する。

〇相談件数1，562件
〇コロナ禍における、就労環境の悪化により生活の維持
が困難となり、相談をされる方は増えているが、相談支
援員が1名となった時期があり、相談件数は減少した。

引き続き、自立に向けた支援を実施。また、生活困窮者
自立支援事業を推進することにより、生活保護を受給す
る前に就労できる環境を支援するとともに自立した生活
が見込めるよう支援する。

年約１０％増

a

【１】市内すべての地域をつなぐ横断組織の設置と活動の拡充

【２】新たな要支援者層や困りごとを抱える人への支援
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にっしん幸せまちづくりプラン令和４年度実施状況及び令和５年度実施方針

令和５年３月２８日　令和４年度第２回日進市わたしのまちのしあわせづくり委員会

資料１－１

成果指標名
主な

関係部署等

初期値
（Ｈ30年度
末）

後期目標値
（Ｒ６）

令和4年度実施方針
令和4年度実施状況

（ ○市の実績、◎社協の実績、●市と社協の実績 ）
令和5年度実施方針 目標値根拠等

認知症サポーター
養成人数【後期よ
り】

地域福祉課、
社協

６，１４７人 ７，４００人
○感染症予防対策を講じ、オンライン開催等工夫も
しながら実施しサポーター数の増加を目指す。
◎講習会等に認知症サポーター養成講座を組み入れ
る等しサポーター数の増加を目指す。

○小中学生や大学生、自治会や各種団体、一般市民向け
に認知症サポーター養成講座を開催し、393人が修了し
た。
○認知症サポーターステップアップ講座を開催し、24人
が参加した。
◎各種養成講座に組み入れ、認知症サポーター養成講座
を行った。

○感染症予防対策を講じ、オンライン開催等工夫もしな
がら実施しサポーター数の増加を目指す。
◎講習会等に認知症サポーター養成講座を組み入れる
等、サポーター数の増加を目指す。

年約２２０人増

まちの守り人養成
人数

地域福祉課、
社協

６１７人 ３，１１７人

◎福祉だよりやホームページ、養成講座ちらし等で
周知に努める。
◎引き続き、福祉実践教室紹介冊子に掲載し、受講
校の増加を目指す。
◎講義内容を振り返り、適宜更新する。

◎福祉だよりやホームページ、養成講座ちらし等で周知
に努めた。
◎809人養成

◎福祉だよりやホームページ、養成講座ちらし等で周知
に努める。
◎引き続き、福祉実践教室紹介冊子に掲載し、受講校の
増加を目指す。
◎養成講座資料内容を見直す。

５００人／年

精神保健ボラン
ティア養成人数

社協 １０３人 １５３人

◎チラシの作成や、ホームページ、広報誌など様々
な媒体で事業の周知を行い、新たな人材の養成と、
既に活動している人材のスキルアップを図ってい
く。

◎精神保健ボランティア養成講座（新規養成）5人
◎精神保健福祉ステップアップ講座（スキルアップ）6
人

◎チラシの作成や、ホームページ、広報誌など様々な媒
体で事業の周知を行い、新たな人材の養成と、既に活動
している人材のスキルアップを図っていく。

１０人／年

こども１１０番登
録戸数

学校教育課 ４９７戸 ５５０戸
〇引き続きホームページや広報等を通じて啓発を行
う。

〇ホームページへの掲載により啓発を行った。
○ 設置協力者を対象としたアンケートを実施し、利用状
況や意見を集計した。

〇引き続きホームページや広報等を通じて啓発を行う。 年約１０戸増

やさしい手ネット
登録者数

地域福祉課 ４８８人 ７００人
○広報にっしんや認知症サポーター養成講座、認知
症高齢者等行方不明捜索訓練時等で周知・登録の促
進を図る。

○広報にっしんや認知症サポーター養成講座、認知症高
齢者等行方不明捜索訓練時等で周知・登録の促進を図っ
た。
○地域支援者登録者数　　598人
（メール配信　330人、ファクス配信　268人）

○広報にっしんや認知症サポーター養成講座、認知症高
齢者等行方不明捜索訓練時等で周知・登録の促進を図
る。

年約５０人増

避難所開設・
運営訓練実施回数

防災交通課 １回／年 ２回／年
〇指定避難所２カ所で地域住民を対象とした避難所
開設・運営訓練の実施

○岩崎区、岩藤区、本郷区、蟹甲区の地域住民を対象と
した避難所開設・運営訓練を令和４年１１月１３日に北
小学校、日進中学校で実施。
●要援護者の避難所生活支援者向けサポートブック等を
活用し、避難所における要援護者への配慮を学んだ。

指定避難所２カ所で地域住民を対象とした避難所開設・
運営訓練の実施。

年２カ所

地域の自主防災組
織数

防災交通課 ３８団体 ３８団体
〇既存の自主防災組織への活動支援を行うと共に、
設立されていない区域に対して、自主防災組織設立
への支援を行う。

○新たな自主防災組織の設立はないが、既存の自主防災
組織への活動支援を行った。

既存の自主防災組織への活動支援を行うと共に、設立さ
れていない区域に対して、自主防災組織設立への支援を
行う。

全１９区に設立(重
複あり)

地域の自主防犯組
織数

防災交通課 ２９団体 ３１団体
〇引き続き、防犯教室や防犯ボランティア養成アカ
デミーの開催、物品の貸与などでソフト面の支援を
行う。

〇自主防犯団体との合同パトロールや団体へ防犯パト
ロール用物品の貸与を行い、活動の活性化を図った
〇防犯ボランティア養成アカデミーを開催し、知識の習
得を図った。

〇引き続き、防犯教室や防犯ボランティア養成アカデ
ミーの開催、物品の貸与などでソフト面の支援を行う。

全１９区に設立(重
複あり)

【３】協働による地域の見守り支援体制の充実

2／4



にっしん幸せまちづくりプラン令和４年度実施状況及び令和５年度実施方針

令和５年３月２８日　令和４年度第２回日進市わたしのまちのしあわせづくり委員会

資料１－１

成果指標名
主な

関係部署等

初期値
（Ｈ30年度
末）

後期目標値
（Ｒ６）

令和4年度実施方針
令和4年度実施状況

（ ○市の実績、◎社協の実績、●市と社協の実績 ）
令和5年度実施方針 目標値根拠等

福祉まちづくり協
議会設置

再掲 ３地区 ５地区 再掲

災害時要援護者数 防災交通課 １，０５１人 １，３７０人
〇引き続き地域の協力を得ながら災害時要援護者を
把握し、登録を推進する。

○区長、民生委員児童委員、自主防災組織の協力を得る
ことができた。

引き続き地域の協力を得ながら災害時要援護者を把握
し、登録を推進する。

年約５０人増

高齢者世帯福祉票
登録世帯数

地域福祉課 ９１１世帯 １，１５０世帯
〇民生委員児童委員等を通じた啓発を、引き続き行
う。

○民生委員児童委員定例会において、実態の把握に努め
ていただくよう啓発を実施した。885世帯

○民生委員児童委員等を通じた啓発を、引き続き行う。 年約５０世帯増

民生委員児童委員
による赤ちゃん訪
問の割合

健康課 ９８．１％ １００％
〇引き続き訪問を実施し、要支援家庭を把握した場
合に早期に適切な支援を行っていく。

〇生後4か月を迎えるまでの赤ちゃんがいる家庭に地域
の民生委員と主任児童委員が訪問し、子育て支援情報等
をお届けした。
〇96.0％（R4.4月～12月訪問実施分）

〇引き続き訪問を実施し、要支援家庭を把握した場合に
早期に適切な支援を行っていく。
〇子育て応援給付金のアンケート配布を行い、充実した
子育て支援へつなげていく。

対象者全員

福祉事業者交流会
開催回数

地域福祉課、
社協

５回／年 ５回／年

○オンライン開催等工夫しながら、引き続き地域包
括支援センターや生活支援コーディネーター、在宅
医療・介護連携支援センターと連携しながら、多職
種による情報共有及び意見交換の機会を設置する。

○生活支援体制の整備を進めるため、地域住民、NPO、
ボランティア等生活支援サービスの担い手との情報共
有・連携強化の場を継続実施（円卓会議1回）
○医療と介護の意見交換会（1回）、薬剤師会との交流
会（１回）
○介護事業者を中心として、権利擁護に関する取組など
の事例検討及び意見交換を行う「地域福祉をつなぐ会」
（１回）を開催した。

○オンライン開催等引き続き工夫しながら、引き続き地
域包括支援センターや生活支援コーディネーター、在宅
医療・介護連携支援センターと連携しながら、多職種に
よる情報共有及び意見交換の機会を設置する。

隔月

ボランティア・市
民活動に関する相
談件数

市民協働課、
社協

２２４件／年 ２７４件／年

◎引き続き、ボランティア人材データベースを活用
し、効率的なマッチングを行うとともに、ボラン
ティア活動を希望する方に合った情報提供を行う。
◎にぎわい交流館との情報共有を行い、一体的な支
援体制の構築を目指す。
〇広報ににぎわい交流館の基本情報記事を掲載、に
ぎわいNEWSを作成し、公共施設等に設置する。
〇市民活動団体による市民自治活動推進補助金事業
において、庁内から協働事業を募り、より必要性の
高い事業の実施に努める。
〇にぎわい交流館としては、市民活動団体と市民の
マッチングを行い、内容（プログラム）についても
趣向を凝らして実施する。また、定期相談の通年実
施、SDGｓの講座など、団体や市民のニーズに応
じた事業の充実を図る。
〇にっしんわいわいフェスティバルにおいては、Ｓ
ＤＧｓをテーマに、コロナ禍でも開催できるよう、
感染症対策を講じた持続可能な方法で実施する。
〇市民活動団体の周知啓発を目的として作成したに
ぎわい団体帖の更新を行う。

〇広報誌（３月号）に市民活動啓発特集記事を掲載する
とともに、にぎわいNEWS（vol.24,25）を作成し、公
共施設に設置した。
〇市民活動団体による市民自治活動推進補助金事業にお
いて、庁内から協働事業を募り、より必要性の高い事業
の実施に努めた。
〇にぎわい交流館としては、市民活動団体と市民のマッ
チングを行い、内容（プログラム）についても趣向を凝
らして実施した。また、講座など団体のニーズに応じた
事業の充実を図った。
〇にっしんわいわいフェスティバルにおいては、SDGｓ
をテーマに、展示やブース出展の配置を工夫する等新型
コロナウイルス感染症対策のうえ、現地開催した。
〇市民活動団体の周知啓発を目的として、にぎわい団体
帖を作成した。
〇高齢者移動支援ボランティアドライバー養成講座　16
人
◎ボランティア相談件数　201件（R４.２末現在）
◎にぎわい交流館との情報共有を実施　11回
◎新たに、３部会を発足した。（研修部会、広報部会、
イベント部会）
◎新たに、SNSによる情報発信に努めた。

〇広報ににぎわい交流館の基本情報記事を掲載、にぎわ
いNEWSを作成し、公共施設等に設置する。
〇市民活動団体による市民自治活動推進補助金事業にお
いて、庁内から協働事業を募り、より必要性の高い事業
の実施に努める。
〇にぎわい交流館としては、市民活動団体と市民のマッ
チングを行い、内容（プログラム）についても趣向を凝
らして実施する。また、定期相談の通年実施、SDGｓの
講座など、団体や市民のニーズに応じた事業の充実を図
る。
〇にっしんわいわいフェスティバルにおいては、ＳＤＧ
ｓへの理解を深めることを目的に持続可能な方法で実施
する。
〇市民活動団体の周知啓発を目的として作成したにぎわ
い団体帖の更新を行う。
◎引き続き、ボランティア人材データベースを活用し、
効率的なマッチングを行うとともに、ボランティア活動
を希望する方に合った情報提供を行う。
◎にぎわい交流館との情報共有を行い、一体的な支援体
制の構築を目指す。
◎部会の活性化に努める。

年約１０件増

各種ボランティア
養成講座受講者延
人数

社協 ６６人／年 ７０人／年

◎チラシの作成や、ホームページ、広報誌など様々
な媒体で事業の周知を行う。
◎新たな人材の養成と、既に活動している人材のス
キルアップを図っていく。

◎定年後の過ごし方　8人
◎おたボラ　3人
◎災害ボランティアコーディネーター養成講座10人
（以下再掲）
◎まちの守り人養成講座809人
◎精神保健福祉ボランティア養成講座（新規養成）5人
◎精神保健福祉ステップアップ講座（ｽｷﾙｱｯﾌﾟ）6人（社
協）
◎要約筆記ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座（長久手市と共催）14人
　（※R4年度は長久手市で開催。長久手市10人、日進
　　市4人に修了証発行）
◎ゲートキーパー養成講座　65人
　（※市民向け（33人）、市・社協職員向け（32人）
　　と内容を分けて開催）
◎視覚に関する支援ボランティア養成講座　5人

◎チラシの作成や、ホームページ、広報誌など様々な媒
体で事業の周知を行う。
◎新たな人材の養成と、既に活動している人材のスキル
アップを図っていく。

年７０人養成

a
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にっしん幸せまちづくりプラン令和４年度実施状況及び令和５年度実施方針

令和５年３月２８日　令和４年度第２回日進市わたしのまちのしあわせづくり委員会

資料１－１

成果指標名
主な

関係部署等

初期値
（Ｈ30年度
末）

後期目標値
（Ｒ６）

令和4年度実施方針
令和4年度実施状況

（ ○市の実績、◎社協の実績、●市と社協の実績 ）
令和5年度実施方針 目標値根拠等

地域の人材情報の
集約

地域福祉課、
市民協働課、
生涯学習課、
社協

実施 実施

◎引き続き、ボランティアの登録、にぎわい交流館
との情報共有を行っていく。
〇市民活動推進事業及びにぎわい交流館事業、にっ
しんわいわいフェスティバル事業、にぎわい交流館
による相談支援事業を充実し、人材情報の集約を図
る。
〇関係機関、特に大学の教員、学生、企業の地域貢
献担当者等とも幅広く連携し、人材情報の集約を図
る。

○市民活動推進事業及びにぎわい交流館事業、にっしん
わいわいフェスティバル事業、にぎわい交流館登録団体
数等相談支援事業のあらゆる機会をとおして、人材情報
の把握。人材との連携づくりを行った。にぎわい交流館
（市民活動支援センター）と社会福祉協議会（ボラン
ティアセンター）と定例的な交流を継続し、人材情報の
集約、共有、活用を行った。
〇にぎわい交流館の登録団体、社協ボランティアセン
ターの登録団体、まちかどネットワーク講師登録のweb
ページについて、相互リンクを張り、人材情報の集約を
図った。
◎実施

〇市民活動推進事業及びにぎわい交流館事業、にっしん
わいわいフェスティバル事業、にぎわい交流館による相
談支援事業を充実し、人材情報の集約を図る。
〇関係機関、特に大学の教員、学生、企業の地域貢献担
当者等とも幅広く連携し、人材情報の集約を図る。
◎引き続き、ボランティアの登録、にぎわい交流館との
情報共有を行っていく。

助成金等の情報の
集約

地域福祉課、
社協

実施 実施
◎より効率的に、情報提供できるよう、情報収集に
努める。

◎各助成制度の情報を収集・ファイリングし、効率的に
情報提供できるよう体制を整えた。

◎より効率的に、情報提供できるよう、情報収集と情報
共有に努める。

空家バンク登録件
数

地域福祉課、
都市計画課、
社協

０件 ２５件

○空家バンク登録物件のさらなる掘り起こしのた
め、ＨＰ、広報等の各種媒体の活用を継続するとと
もに、空家発生予防対策に関する取り組みについて
調査研究する。

○空家バンク登録物件のさらなる掘り起こしのため、Ｈ
Ｐ、広報等の各種媒体の活用を継続した結果、１件の登
録があり、その後賃貸契約が成立した。

○空家バンク登録物件のさらなる掘り起こしのため、Ｈ
Ｐ、広報等の各種媒体の活用を継続するとともに、有料
広告掲載提案募集制度を活用した空家発生予防対策に関
する取り組みを実施する。

空家対策計画３２
件（令和７年度）

福祉有償運送実施
事業者数

地域福祉課、
社協

２事業者 ３事業者
〇引き続き長久手市と共同し、福祉有償運送ドライ
バー認定講習会を開催する。

○福祉有償運送運営協議会において、日進市における福
祉有償運送の現状や課題に係る協議を行った。
○長久手市との共催により、福祉有償運送ドライバー認
定講習会を開催した（修了者9人、うち日進市４人）

〇引き続き長久手市と共同し、福祉有償運送ドライバー
認定講習会を開催する。

a

成果指標名
主な

関係部署等

初期値
（Ｈ30年度
末）

後期目標値
（Ｒ６）

令和4年度実施方針
令和4年度実施状況

（ ○市の実績、◎社協の実績、●市と社協の実績 ）
令和5年度実施方針 目標値根拠等

つどいの場の開設
地域福祉課、
社協

６５カ所 ９０カ所
◎コロナの感染状況に応じた、つどいの場運営に関
する相談に応じていく。つどいの場の重要性に関す
る啓発活動に努める。

◎つどいの場（R５.２末現在）
　ぷらっとホーム　7箇所
　ほっとカフェ　27箇所
　ふれあい・いきいきサロン　８箇所
　にっしん体操スポット　32箇所
　その他　4箇所
◎つどいの場開設に関する相談に対応。
◎助成金交付実施（つどいの場運営助成１４団体
693,000円）（プレゼン１団体50.000円）

◎コロナの感染状況に応じた、つどいの場運営に関する
相談に応じていく。つどいの場の重要性に関する啓発活
動に努める。

年約５カ所増

【４】地域福祉活動の継続支援に向けた情報の集約と支援体制の再編

【５】つどいの場の創設支援
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資料１－２ 

生活支援 
コーディネータ 

活動 活動 

活動 

日進市における重層的支援体制整備事業/たすけあい会議のイメージ 

支援を必要とする人

相談支援機関 

関係者による個別支援

のための会議 

個別ケースから 

地域づくりにつなげる

機能 

地域生活課題の把握・

地域で支援や課題解決

を担う活動 

住民

高齢 障害 子ども 生活困窮 

地域包括 

支援センター 

ケース検討会議 

地域ケア会議 

（第２層） 

協議体 

障害者相談支援 

センター 

ケース会議 

自立支援協議会 

専門部会 

地域活動 
支援センター 

（機能強化） 

子育て世代包括 

支援センター 

要保護児童対策地域協議会 

ファミリー 

サポートセンター

くらしサポート 

窓口 

支援調整会議 

生活困窮者等の 

ための地域づくり

事業 

相談員 相談員 相談員 

ＣＳＷ 

地域子育て支援拠点

ささえあい 
○○ 

○○まち協 

活動 

ＮＰＯ 活動 

必
要
に
応
じ
て
参
加
・
連
携

包括的相談支援 

多機関協働 

アウトリーチ等 

継続的支援 

地域づくり 

参加支援 

個
人
情
報
を
扱
う

個
人
情
報
は
扱
わ
な
い

？ 

参加・連携

事業所 企業 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能

地縁組織 

大学 

子ども家庭 

総合支援拠点 

相談員 



資料１－３

　　　福祉制度分野 高齢者

　制度による支援体制

その他の資源

 関係者による個別の
支援検討会議

個別相談支援窓口

・制度支援の総合窓口　（ワンストップ窓口）

【公民連携】
・必要時は担当部署から助け合い会議へ（住民活動の
情報や支援の要請を行う）　　　　　　　　　　　　　　　・地
域活動だけで解決できない問題は、公的機関に連携の
要請を行う。担当部署に直接も出来る。

３圏域合同会議

・支援人材の地域を越えた情報交換や課題解決方法の
共有、支援の相互協力の検討
・３圏域相互支援協力体制
・行政サービスへの連携検討

個別支援検討会
地域たすけあい協議会(?)

・地域住民の相談窓口　関係機関連携
・地域資源の把握連携づくりを行う。
・課題に対応できる地域活動等の検討や,支援実施体制
への取組み

各地域・地区の
たすけあい連絡会
地域課題・個別課題

検討支援会議

（地域活動での可能な範囲で）
・地域の相談受付福祉機関連携
・地域の課題の受付
・解決可能案件の地域解決
・地域の資源把握、整理

住民活動を推進・支援

・情報支援　　・財政支援
・地域資源連携支援　（場所、人材、会議他）
・研修支援

・行政関係各課　  ・社会福祉協議会  　・ＣＳＷ　　・福祉会館　　・生活支援コーディネータ―
・協議体　　・にぎわい交流館（市民協働課）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   総合相談窓口

生活困窮

・ファミサポ事業 ・利用者支援事業

・地域子育て支援拠点事業

②各圏域内 たすけあい会議(１)・（２）・（３）・・・・

行政支援や情報の連携を要請

・制度利用をとおした相談の検討

住民ボラ・活動グループ

①地域支えあい活動団体会議

企業や店舗

・地区まちづくり協議会

・支え合い活動団体

・連携した活動グループ他

・必要な地域の人たち

組織的連携団体

各種 NPO法人

個人（専門職）・地域老人クラブ

・家庭教育推進協議会

・区、自治会

・地区防災団体他各種団体

・地女連 ・大学

・地区民生委員連絡会

必要なその他の人

②③中心支援員となる３名は、

①の代表や地域支援活動者か

ら選ばれ、公認された活動の代

表者。 市内活動団体やグルー

プと、課題をつなぐコーディネー

トを行い、活動の連携を推進す

※ 会議名は仮称

事務局

社会福祉協議会に置く

・ケース検討会議

自立支援協議会
地域活動支援センター

・ケース会議 要保護児童対策地域協議会ケース会議

障害者 子ども 若もの

居住支援法人

地域包括支援

センター

重層的支援連携検討会議

地域包括支援

センター

暮しサポート窓口

障害者福祉支
子育て世代包括

支援センター

子ども家庭総合支援

センター(家庭児童相談室）

③ 3 圏域合同 たすけあい会議

支援調整会議

（特非）尾張東部権利擁護支援センター

福祉事業者

事務局

各福祉会館に

置く

重層的支援体制および住民参加によるたすけあい会議を基盤にして地域たすけあい連携図

・地区支え合い連絡会代表等 ・ＣＳＷ ・関係活動ＮＰＯ ・関係する民生委員 ・関係協議体代表等々必要に応じ参加

アウトリーチ

等継続支援
主要課題担当課から地域活動を要請

公民連携の窓口

個別支援につなぐ

保健センター



資料１－４

●

●

●

相談支援体制における協力・連携体制の推進（令和５年度から）

相談支援機関の協力・連携を進めるため、地域福祉課（福祉相談係）と、生活困窮者自立相談支
援員（くらしサポート窓口）が、困難ケースや複合的課題を持つケース、制度の狭間にあるケース等
に対し、一体的に対応する。

複合的課題を持つケースに対し、複数の相談支援機関による支援が包括的に行われるように調整
を行う。

コミュニティソーシャルワーカーは、地域づくり、コミュニティソーシャルワークの立場からケース会議
に参加する。

　包括的な支援体制（重層的支援体制整備事業における包括的相談支援事
業、多機関協働事業）の構築を進めるため、次のとおり協力・連携体制の推進に
取り組みます。

重層コアメンバー

地域福祉課

生活困窮

困難事例

SC

市民からの相談

市民からの相談

断らず受け止める
相談機関

振分

相談

市民からの相談

障害者

・協議体
CSW

子ども

振分
相談

振分

相談

高齢者

・自立支援協議会



地域福祉の協働組織の推進

重点事業１：
市内すべての地域をつなぐ横断組織の設置と活動の充足
（にっしん幸せまちづくりプラン）

支援体制の構築 地域課題の共有 協働組織の設置、運営
３圏域単位のネットワーク

構築

Ｒ２
・ＣＳＷを
３人配置

・地域の活動主体
（区・自治会・地域福
祉活動団体等）との情
報共有【CSW・市民】
・地域課題解決への支
援【CSW・市民】
・なんでも相談会の開
催【CSW】

↓

↓

↓

【継続実施】

・地域課題の共有等を通じて、
立ち上げを検討【市民】
(CSWが支援)

・協働組織の立ち上げ、運営
【市民】(CSWが支援)

・他自治体の状況調査
【市】

Ｒ３

・活動団体の状況調査
【市】

Ｒ４ ↓

↓

↓

【継続実施】

・重層的支援体制の仕組み
を踏まえた、地域たすけ
あい会議の構築検討
【市・社協】

Ｒ５

Ｒ６

・ＣＳＷの増員
（３→４）
【市・社協】 設置

令和４年度第２回日進市わたしのまちのしあわせづくり委員会

生活支援コーディ
ネーター（SC）、
市関係部署、

関係機関等との協
力連携

地域課題の共有を
重ねつつ、協働組織の設
置はCSWが進める。地域
の支え合い・助け合いの
仕組みづくりはCSWとSC
が連携して進めていく

資料１ー５


